
 

 

 

 

 

 

 

※市から業者の派遣や斡旋などを行うものではありません。 
 

● 対象世帯 ※以下の項目を全て満たす世帯 

・市民税非課税世帯 

・自力で除雪が困難な世帯 

・親族（二親等以内）から労力的援助、経済的援助が受けられない世帯 
 （親族がいる場合は原則対象外ですが、ご事情により対象となることもあります。） 

 

 

上記の条件に全て該当する世帯で、次のいずれかに該当する世帯。 
 

▼ 高齢者世帯 

６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上の高齢者等で構成されている世帯 
 

 

▼ 障がい者世帯 

障がい者のひとり暮らし、または障がい者等で構成されている世帯 

                     ・身体障害者手帳 1～4 級所持者 

※障がい者とは、次のいずれかをいいます。 ・精神障害者保健福祉手帳 1・2 級所持者 

                      ・療育手帳 Ａ所持者 
 

▼ ひとり親世帯 

ひとり親と義務教育修了前の子どものみの 

世帯 
 

● 助成対象費用 
常に居住している家屋の屋根の除雪費用。 

屋根の除雪に伴う玄関先、避難経路の必要最小限

度の除雪も対象となります。（裏面をご覧くださ

い） 
 

● 助成額 
利用世帯には、１回１５，０００円を上限とし、

年度内に４回まで助成します。 

助成額を超えた分は自己負担となります。 
 

● 作業実施者 
除雪の作業実施者については、指定はありませんが、二親等以内の親族が行った作業に関しては、助成対象と

なりません。また、二親等以内の親族が経営する事業所に依頼した場合も助成対象となりません。 
 

● 注意 

作業中の事故などについては、利用者や作業実施者での対応となります。 

作業実施者が屋根に上がって作業を行う場合、利用者の屋根にアンカーの設置がないことを理由に作業を断ら

れてしまうこともあります。アンカー設置費用の一部については補助を受けることができます（要事前（5 月）

申込み、補助の対象となるかは抽選で決まります）。詳しくは 市 建築課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
 

▽ 高齢者世帯の場合       高齢福祉課 高齢福祉係        ☎ 2８－９２００ 
 

▽ 障がい者・ひとり親世帯の場合 社会福祉課 障がい福祉係        ☎ 2８－９２２３ 

                                            ひとり親家庭支援係 ☎ 2８－９２２2 

 

申請の流れと申請方法 

 

 

・申請書 

・領収証 

・費用の内訳が分かる資料 
 

 以上の３点を除雪作業終了

後、3 月 31 日までに提出し

て下さい。 
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屋根の除雪の例（イメージ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※車庫や納屋、物置は対象外になります。 

    ※屋根の傾斜や材質（トタンなど）で屋根に雪が乗っていなくても屋根に雪がかかっている場合は屋

根の雪とみなし、除雪の対象とします。 

    ※傾斜の強い屋根や登れない屋根（トタンなど）と業者が判断した場合は、屋根に登っての作業はで

きない場合があります。登らずに行う作業であっても、屋根にかかっている部分の除雪は、対象に

なります。 
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「命綱固定アンカーガイド

ブック第 3版」より引用 


